
 

 

 

 

 

 

 

 

 

白川町教育委員会会議録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和７年１１月１２日実施 

 

 



 

 

白 川 町 教 育 委 員 会 会 議 録 

 

 令和７年１１月１２日午後１時２５分、白川町教育委員会を白川町町民会館で開催した。

その次第は、次のとおりである。 

                                          

１．開 議 

 

２．教育長諸般の報告 

 

３．議 事 

  （１）白川町障がい児就学指導判断の認定について          （議第２２号） 

 

４．協議事項 

  （１）保育園通園費補助金の状況について              （資料No. １） 

 

５．報告事項 

 （１）令和８年度入園受付状況について               （資料No. ２） 

（２）まちづくり懇談会の開催について               （資料No. ３） 

（３）教育委員会後援名義使用状況について             （資料No. ４） 

（４）教育委員会関係工事等の発注状況について           （資料No. ５） 

 

６．その他 

   

７．連絡事項 

   〇令和７年度可茂地区市町村教育委員研修会 

     １１月２５日（火） 午後３時３０分～ 可茂総合庁舎 ５階会議室 

     ※午後２時３０分に町民会館を出発予定 

   〇特色ある教育活動事業審査会及び教育委員会 

     １２月３日（水） 午前９時～ 審 査 会：町民会館３階 第１会議室 

              午後４時～ 教育委員会：町民会館３階 第１会議室 

   〇学校管理職等、教育委員会関係者懇親会 

     １２月３日（水） 午後６時～ 場所：牧ケ洞 

   〇町小学校音楽会 

     １２月１１日（木） 午前中 町民会館グロリアホール 

 



 

 

８．出席者 

教  育  長  鈴 村 雅 史 

教 育 委 員  高 木   守 

  教 育 委 員  塩 月 祥 子 

  教 育 委 員  岩 永   梢 

  教 育 委 員  渡 辺 靖 代 

 

 ９．事務局 

  教 育 課 長  鈴 村 幸 祐    教 育 主 幹  渡 邉 慶 彦 

  学校再編特命監  玉 置 雅 野    発達支援対策監    武 市   進 

給食センター事務長  各 務 建 雄        学校教育係長  高 木 大 輔     

子育て支援係長  鷲 見 る み     生涯学習係長  山 下 直 紀 

生涯学習指導監  冨 多 利 彦 

 

１０．本日の会議の書記 

学校教育係主査   嶋 倉 あ や 

 

１１．本日の会議の経過   

 (１) 開   議 

  教  育  長  会議を開く旨を述べ開会した。        （午後１時２５分） 

 

  (２) 書記の指名 

教  育  長  白川町教育委員会会議規則第１７条の規定により本日の書記に嶋倉

あやを指名した。 

 

(３) 教育長諸般の報告 

教  育  長  前回の教育委員会以降の動向等について報告した。 

         白川町の新校舎と特色ある教育について説明した。 

 

(４) 議  事 

 ①白川町障がい児就学指導判断の認定について            （議第２２号） 

教  育  長    本件を議題にする旨を述べ、事務局に説明を求めた。 

発達支援対策監  白川町障がい児就学指導判断の認定について説明した。 

教  育  長  質疑を許した。 

高 木 委 員  現在、白川町において、情緒・知的・通級学級は何名いるか。 



 

 

  発達支援対策監  令和７年度は全部で５０名いる。特別支援学級は２０名、うち知的

学級は１０名、自閉症・情緒学級は１０名、通級指導教室は３０名

である。 

           令和８年度は特別支援学級は１減で１９名、知的学級も１減で９名、 

自閉症・情緒学級は同じで１０名、通級指導教室も同じで３０名を予 

定しており、令和８年度は４９名である。 

高 木 委 員  白川町の学校教育の３つの特徴のひとつに、一人も取り残さない教

育（インクルーシブ教育）とあるが、特別支援学級とインクルーシ 

ブ教育は少し反する部分があるように感じる。 

  発達支援対策監  特別支援学級に入っているからといって、隔離されているわけでは 

ない。絶えず交流はしている。その子に合わせた指導の内容を達成し 

た時は、時間数を減らしたり、卒級して通常学級に戻ったりしている。 

インクルーシブ教育の範疇の中で指導を行っている。 

教  育  長  小学校は少人数なので、特別支援学級のように一人ひとりに応じて

指導するよう話をしている。最初は支援をしていくが、少しずつ支援

の引き算をしていくという考え方もある。 

他に質疑を許したがなかったので、異議はないか諮った。 

         （全員異議なく原案のとおり決定した。） 

 

(５)協議事項 

 ①保育園通園費補助金の状況について                （資料No.  １） 

 教  育  長    本件を議題にする旨を述べ、事務局に説明を求めた。 

 子育て支援係長  保育園通園費補助金の状況について説明した。 

 教 育 長  質疑を許したがなかったので、次に移る旨を述べた。 

 

(６)報告事項 

 ①令和８年度入園受付状況について                 （資料No.  ２） 

子育て支援係長  令和８年度入園受付状況について説明した。 

②まちづくり懇談会の開催について                 （資料No. ３） 

教 育 課 長  まちづくり懇談会の開催について説明した。 

③教育委員会後援名義使用状況について               （資料No. ４） 

  生涯学習係長    教育委員会後援名義使用状況について説明した。 

④教育委員会関係工事等の発注状況について              （資料No. ５） 

 生涯学習係長    教育委員会関係工事等の発注状況について説明した。 

教 育 長   質疑を許したがなかったので、次に移る旨を述べた。 



 

 

 

(７)その他 

 教 育 長  その他について発言を許した。 

 教 育 主 幹  小中学校の様子について説明した。 

 教 育 長  質疑を許したがなかったので、次に移る旨を述べた。 

  

  (８) 連絡事項 

教  育  長    連絡事項について説明を求めた。    

教 育 課 長  次回教育委員会及び今後の行事について説明した。 

  教  育  長  質疑を許したがなかったので、予定した案件をすべて終了した旨を

述べ、会議を閉じる旨を宣した。 

 

  （午後２時３５分閉会） 

 

   上記のとおり会議の次第を記載して、その相違ないことを証明するため、ここに署名する。 

 

 

    教育長職務代理者 

 

 

    委     員 

 

 

    委     員 

 

 

    委     員 


